
児童生徒による暴力行為等発生時における警察連携の基本的な対応 
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【緊急を要する状況であるか？】 

＊ 管理職が確認の上で判断する。 

① 被害の程度が極めて重篤である。  

② 行為が極めて悪質である。（刃物等危険物） 

③ 加害者の興奮が収まらず，他者に危害が及

ぶ危険性がある。 

別室指導 

【被害届提出の必要がある状況か？】 

＊事案発生後，速やかに事実確認を行う。 

＊教育委員会と連携し判断する。 

① 被害の程度が大きい。  

② 加害者，保護者の反省が見られない。 

③ 加害者は，日頃から問題行動を繰り返して

おり，指導が入らない状況にある。 

〔留意事項〕 

(1) ③については，事前に「教育委員会」「警

察」に情報提供しておく。 

(2) 被害届提出は，加害者の保護者に連絡して

行う。 
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＊ 以前にも同様の行為を行っており，加

害者及び保護者に「被害届提出」を通

告している場合 

(1) 速やかに事実確認を行う。  

(2) 「被害届」「上申書」を提出する方針で

対応する。 
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＜学校の対応＞ 

(1)  速やかに「謝罪の場」を設定し，加害者，保護者から誠意のある謝罪をさせる。 

(2)  加害者，保護者に，「再発の際には，速やかに警察署に通報し，被害届を提出すること

（保護者に連絡することなく行う場合もあること）」を通告する。 

(3)  加害者，保護者に，「事案の状況等について，警察に情報提供すること」を伝える。 

(4)  生徒指導規程に基づいて，特別な指導を実施し，十分な反省を促す。 

(5)  特別な指導後も，定期的な個人面談，日常的な保護者連携を必ず行う。 

(6)  「事案の状況」及び「学校の対応」等については，必ず「教育委員会」「警察」に情報

提供する。 

(7)  (2)については，「教育委員会」「警察」に情報提供し，継続して連携する。 


